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(57)【要約】
【課題】この発明は、電池モジュールに対する取り付け
性が良好であるうえに、電池内配線モジュールとこれに
関わる装置が損傷しにくく耐久性に優れた電池内配線モ
ジュールの提供を目的とする。
【解決手段】電池セル７１の電極ポスト７３に接続され
るバスバー１２を、配線基材１５上の配置した電池内配
線モジュール１１において、柔軟性を有するシート状の
配線基材１５における重ね合わせ方向Ｘと交差する交差
方向Ｙの両側部に、複数のバスバー１２を重ね合わせ方
向Ｘに対して所定間隔に隔てて配置するバスバー配置部
５３を備え、バスバー配置部５３に配置したバスバー１
２の間に、隣り合うバスバー１２の間を分断するととも
に変位を許容するスリット５２を備えている。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両側において正電極と負電極がそれぞれ交互に並ぶように複数の電池セルを重ね合わせ
て構成した電池モジュールに取り付けられ、複数の前記電池セルを直列に接続するために
前記電池セルの重ね合わせ方向で隣り合う前記電池セル同士の正電極と負電極を接続する
複数のバスバーを配線基材上に配置した電池内配線モジュールであって、
前記配線基材を、
前記電池モジュールの前記電極を有する面に取り付けられるとともに、柔軟性と絶縁性を
有するシートで構成し、
一端を前記バスバーに接続した電圧監視線を配置する、前記重ね合わせ方向の電線配置部
と、
前記電線配置部における前記重ね合わせ方向と交差する交差方向において、複数の前記バ
スバーを前記重ね合わせ方向に所定間隔を隔てて配置するバスバー配置部とで構成した
電池内配線モジュール。
【請求項２】
　前記バスバー配置部において、隣り合う前記バスバーの間に前記交差方向に切り欠いて
なるスリットを設けた
請求項１に記載の電池内配線モジュール。
【請求項３】
　前記バスバー配置部を、前記電線配置部に対する前記交差方向の両側部に配置した
請求項１又は２に記載の電池内配線モジュール。
【請求項４】
　前記バスバー配置部に、
前記バスバーを着脱可能に保持するバスバー保持手段を備えた
請求項１から請求項３のうちいずれか一項に記載の電池内配線モジュール。
【請求項５】
　前記配線基材に、
前記電圧監視線を接続する電圧監視ユニット本体を搭載した
請求項１から請求項４のうちいずれか一項に記載の電池内配線モジュール。
【請求項６】
　前記配線基材に、
前記電圧監視ユニット本体を固定するユニット固定手段を備えた
請求項１から請求項５のうちいずれか一項に記載の電池内配線モジュール。
【請求項７】
　両側において正電極と負電極がそれぞれ交互に並ぶように複数の電池セルを重ね合わせ
て構成した電池モジュールに取り付けられ、複数の前記電池セルを直列に接続するために
前記電池セルの重ね合わせ方向で隣り合う前記電池セル同士の正電極と負電極を接続する
複数のバスバーを配置する配線基材であって、
前記配線基材を、
前記電池モジュールの前記電極を有する面に取り付けられるとともに、柔軟性と絶縁性を
有するシートで構成し、
一端を前記バスバーに接続した電圧監視線を配置する、前記重ね合わせ方向の電線配置部
と、
前記電線配置部における前記重ね合わせ方向と交差する交差方向において、複数の前記バ
スバーを前記重ね合わせ方向に所定間隔を隔てて配置するバスバー配置部とで構成した
配線基材
【請求項８】
　請求項１から請求項６のうちいずれか一項に記載の電池内配線モジュールを取り付けた
電池モジュール。
【請求項９】
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　請求項１から請求項６のうちいずれか一項に記載の電池内配線モジュールを取り付けた
電池モジュールが収容された電池パック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数の電池セルを重ね合わせて構成した電池モジュールに取り付けて電池
セル同士を直列に接続する電池内配線モジュールに関し、より詳しくは、電池モジュール
に対する取り付け性が良好な電池内配線モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電気自動車やハイブリット自動車等に搭載される高出力電源としての電池パックは、１
個以上の電池モジュールを備えている。電池モジュールは、直列に接続される複数の電池
セルを重ね合わせて構成される。
【０００３】
　電池セルを直列に接続するには、隣接する電池セルの正電極と負電極を接続するが、電
池モジュールにおける電池セルの電極間のピッチは、必ずしも同一ではない。つまり、重
ね合わされる電池セルやそれらの間に備えられるセパレータの寸法公差と、電池セルの電
極の芯ずれ公差とが重なるので、電池モジュールの重ね合わせ方向における両端側に近づ
くほど電極の位置ずれが大きくなる。　
　このため、直列に接続する作業が容易ではないという問題があった。
【０００４】
　この問題を解決するため、下記特許文献１に開示されているバッテリ接続プレートが提
案されている。　
　特許文献１のバッテリ接続プレートは、電極を接続するバスバーを備えた接続部間に、
電極間の位置ずれを吸収するために変位する一体のピッチ調整手段を備えた構成である。
この構成により、電池モジュールにおける電池セルの電極間のピッチに違いがあっても、
ピッチ調整手段が接続部同士の間を適宜接離して、接続部に備えたバスバーを電極に対応
させるので、接続作業性がよい。
【０００５】
　しかし、ピッチ調整手段は接続部同士を直接連結した構成であるので、許容できる変位
量はあまり大きくない。このため、電極間のピッチの違いが大きい場合には、ピッチ調整
手段がピッチの違いを吸収しきれずに破損するおそれがある。
【０００６】
　また、隣接する接続部同士においては、一方の接続部の変位がピッチ調整手段を介して
他方の接続部に影響を与えて、他方の接続部に対して不要な変位を強制するので、バッテ
リ接続プレートとこれの接続部に備えられたバスバーとに歪が生じるという難点もある。
歪はバッテリ接続プレートの脆弱化を招来する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－１４９９０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　この発明は、電池モジュールに対する取り付け性が良好であるうえに、電池内配線モジ
ュールとこれに関わる装置が損傷しにくく耐久性に優れた電池内配線モジュールを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明は、両側において正電極と負電極がそれぞれ交互に並ぶように複数の電池セル
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を重ね合わせて構成した電池モジュールに取り付けられ、複数の前記電池セルを直列に接
続するために前記電池セルの重ね合わせ方向で隣り合う前記電池セル同士の正電極と負電
極を接続する複数のバスバーを配線基材上に配置した電池内配線モジュールであって、前
記配線基材を、前記電池モジュールの前記電極を有する面に取り付けられるとともに、柔
軟性と絶縁性を有するシートで構成し、一端を前記バスバーに接続した電圧監視線を配置
する、前記重ね合わせ方向の電線配置部と、前記電線配置部における前記重ね合わせ方向
と交差する交差方向において、複数の前記バスバーを前記重ね合わせ方向に所定間隔を隔
てて配置するバスバー配置部とで構成した電池内配線モジュールであることを特徴とする
。
【００１０】
　ここで、上記配線基材は、例えば、発泡樹脂、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）
などの柔軟性と絶縁性を有する合成樹脂等で形成したシートで構成することができる。ま
た、重ね合わせ方向は、例えば、上下方向のほか横方向に重ね合わせるものを含むもので
ある。
【００１１】
　また、電線配置部は、例えば、電圧監視線を保持するための溝部を備えた案内部、凹状
や凸状のリブ部、あるいは、スリットにより根元を残して切り離した配線案内片等で構成
することができる。
【００１２】
　この発明によれば、電池モジュールに対する取り付け性が良好であるうえに、電池内配
線モジュールとこれに関わる装置が損傷しにくく耐久性に優れた電池内配線モジュールを
提供することができる。
【００１３】
　詳述すると、複数のバスバーを配置したバスバー配置部は、柔軟性を有するシート状の
配線基材に形成しているので、電池内配線モジュールを電池モジュールに取り付ける際、
配線基材自体の柔軟な変形により、バスバー配置部のバスバーを電池セルの電極に合わせ
て変位させるので、隣り合う電池セルにおける電極間のピッチの違い、すなわち、公差を
吸収することができる。　
　バスバー配置部を構成するシート状の配線基材自体を屈曲したり、湾曲させる等して変
形すれば、電池内配線モジュールを取り付ける面と、電池セルの電極を有する面が相違し
ている場合にも対応可能である。
【００１４】
　しかも、配線基材自体の柔軟な変形により、バスバー配置部に配置したバスバーが容易
に変位するとともに、隣り合うバスバーが互いに自由に変位できるようにして、歪の伝達
を抑制することができる。
【００１５】
　すなわち、バスバー配置部に配置したバスバーの変位が容易になされるので該バスバー
の損傷を防止できるとともに、歪の伝達を抑制でき、配線基材の脆弱化を防げる。これら
の結果、耐久性の向上を図ることができる。　
　この結果、電池内配線モジュールの電池モジュールに対する取り付けが容易に行え、作
業性が向上する。
【００１６】
　この発明の態様として、前記バスバー配置部において、隣り合う前記バスバーの間に前
記交差方向に切り欠いてなるスリットを設けることができる。　
　この発明によれば、電池内配線モジュールの電池モジュールに対する取り付け性をより
高めることができる。
【００１７】
　詳述すると、電池内配線モジュールを電池モジュールに取り付ける際、配線基材自体な
変形に加えて、隣り合うバスバーの間が、該バスバーの間に形成したスリットの幅だけ変
形が許容される。すなわち、配線基材自体の変形と、スリットの変形との相乗作用によっ
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て、バスバーを電池セルの電極に合わせてより変位させるので、電極間のピッチの違いを
より吸収することができる。　
　この結果、電池内配線モジュールを取り付ける面と、電池セルの電極を有する面が大き
く相違している場合にも、より確実に対応可能である。
【００１８】
　さらに、バスバー間における歪の伝達がスリットによって遮断されるので、例えば、バ
スバー配置部の一部が変位しても、その変位による歪がスリットにて遮断されるため、バ
スバー配置部の他の部分や、他の部分のバスバーに負荷が作用することを回避でき、配線
基材、及びバスバーの耐久性をより向上させることができる。
【００１９】
　また、この発明の態様として、前記バスバー配置部を、前記電線配置部に対する前記交
差方向の両側部に配置することができる。　
　この発明によれば、バスバーを、配線基材の両側部において前記重ね合わせ方向にずら
して配置することができる。
【００２０】
　これにより、両側部のバスバー配置部に配置したバスバーが、電池セルの両側の電極に
対する接続を可能にするため、電池内配線モジュールの取り付けにより、電池セルの直列
接続が可能になる。
【００２１】
　また、この発明の態様として、前記バスバー配置部に、前記バスバーを着脱可能に保持
するバスバー保持手段を備えることができる。　
　この発明によれば、バスバー保持手段がバスバーを保持するとともに、リサイクルに際
してバスバーを取り外すことを可能にする。このため、リサイクル時の作業性がよい。
【００２２】
　また、この発明の態様として、前記配線基材に、前記電圧監視線を接続する電圧監視ユ
ニット本体を搭載することができる。　
　この発明によれば、配線基材が電圧監視線を接続する電圧監視ユニット本体を備えてい
るので、電池モジュールに対する取り付けに際しては、電池内配線モジュールを取り付け
るだけで電圧監視ユニット本体も一緒に取り付けることが可能である。つまり、取り付け
作業性が格段に向上する。
【００２３】
　また、この発明の態様として、前記配線基材に、前記電圧監視ユニット本体を固定する
ユニット固定手段を備えることができる。　
　ここで、上記ユニット固定手段は、例えば、リブ部、突起、凹部等に電圧監視ユニット
本体を嵌合固定するロック構造、あるいは、電圧監視ユニット本体をスライドさせて係止
部に係止するスライド式ロック構造等で構成することができる。
【００２４】
　この発明によれば、ユニット固定手段により、電圧監視ユニット本体を配線基材上の所
定位置に確実に固定することができる。ユニット固定手段による電圧監視ユニット本体の
固定を解除すれば、電圧監視ユニット本体を配線基材から取り外すことが可能となる。こ
のため、リサイクル時の作業性がよい。
【００２５】
　また、この発明は、両側において正電極と負電極がそれぞれ交互に並ぶように複数の電
池セルを重ね合わせて構成した電池モジュールに取り付けられ、複数の前記電池セルを直
列に接続するために前記電池セルの重ね合わせ方向で隣り合う前記電池セル同士の正電極
と負電極を接続する複数のバスバーを配置する配線基材であって、前記配線基材を、前記
電池モジュールの前記電極を有する面に取り付けられるとともに、柔軟性と絶縁性を有す
るシートで構成し、一端を前記バスバーに接続した電圧監視線を配置する、前記重ね合わ
せ方向の電線配置部と、前記電線配置部における前記重ね合わせ方向と交差する交差方向
において、複数の前記バスバーを前記重ね合わせ方向に所定間隔を隔てて配置するバスバ
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ー配置部とで構成した配線基材であることを特徴とする。
【００２６】
　詳述すると、バスバー配置部を構成するシート状の配線基材自体の柔軟な変形により、
バスバー配置部に配置したバスバーを電池セルの電極に合わせて変位させるので、電極間
のピッチの違い、すなわち、公差を吸収することができ、電池内配線モジュールを取り付
ける面と、電池セルの電極を有する面が相違している場合にも対応可能である。
【００２７】
　しかも、配線基材自体の柔軟な変形により、バスバー配置部に配置したバスバーが容易
に変位するとともに、隣り合うバスバーが互いに自由に変位できるようにして、歪の伝達
を抑制することができる。
【００２８】
　すなわち、バスバー配置部に配置したバスバーの変位が容易になされるので該バスバー
の損傷を防止でき、歪の伝達を抑制できるので配線基材の脆弱化を防げ、これらの結果、
耐久性の向上を図ることができる。
【００２９】
　さらにまた、この発明は、前記電池内配線モジュールを取り付けた電池モジュールを構
成することができる。　
　この発明によれば、電池内配線モジュールにおけるバスバー配置部に配置したバスバー
の変位が、シート状を有する配線基材自体の柔軟な変形により電池セルの電極に合わせて
柔軟になされるので、バスバーの損傷を防止できるとともに、配線基材自体の柔軟な変形
により歪の伝達を抑制でき、配線基材自体の脆弱化を防げる。また電圧監視線の保護も図
れる。
【００３０】
　この結果、電池内配線モジュールを取り付けた電池モジュールの耐久性の向上を図るこ
とができる。このほか、電圧監視線がバスバーに接続され配線基材自体に保持されるので
、電池内配線モジュールを取り付けた電池モジュールの組み立て性を向上することもでき
る。
【００３１】
　さらにまた、この発明は、前記電池内配線モジュールを取り付けた電池モジュールが収
容された電池パックを構成することができる。　
　この発明によれば、電池内配線モジュールにおけるバスバー配置部に配置したバスバー
の変位が、配線基材自体の柔軟な変形により電池セルの電極に合わせて柔軟になされるの
で、バスバーの損傷を防止できるとともに、配線基材自体の柔軟な変形により歪の伝達を
抑制できるので、配線基材自体の脆弱化を防げる。また電圧監視線の保護も図れる。
【００３２】
　この結果、電池内配線モジュールを取り付けた電池モジュール、及び電池モジュールを
収容した電池パックの耐久性の向上を図ることができる。このほか、電圧監視線がバスバ
ーに接続され、配線基材自体に保持されるので、電池内配線モジュールが取り付けられた
電池モジュールを収容する電池パックの組み立て性を向上することもできる。
【発明の効果】
【００３３】
　この発明によれば、電池内配線モジュールの電池モジュールに対する取り付け性が良好
であるうえに、電池内配線モジュールと、これに用いる配線基材、電池内配線モジュール
を取り付けた電池モジュール、及び電池パックの耐久性を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本実施形態の電池内配線モジュールの斜視図。
【図２】電池内配線モジュールを取り付けた電池モジュールの斜視図。
【図３】電池内配線モジュールを取り付けた電池モジュールの側面図。
【図４】電池モジュールを収容した電池パックの斜視図。
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【図５】電池内配線モジュールを電池モジュールに取り付ける状態を示す分解斜視図。
【図６】バスバーとバスバー配置部の拡大斜視図。
【図７】電池内配線モジュールと配線基材の作用状態を示す平面図。
【図８】電圧監視線の他の配線例を示す拡大斜視図。
【図９】電池内配線モジュールの他の取り付け例を示す側面図。
【図１０】電池内配線モジュールの電極保護構造の他の例を示す側面図。
【図１１】電池内配線モジュールのその他の取り付け例を示す斜視図。
【図１２】電圧監視ユニット本体の他の接続例を示す斜視図。
【図１３】電圧監視ユニット本体のその他の接続例を示す斜視図。
【図１４】電池内配線モジュールの配線例を簡略化した平面図。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　この発明の一実施形態を以下図面に基づいて詳述する。　
　図１は本実施形態の電池内配線モジュール１１の斜視図、図２は電池内配線モジュール
１１を取り付けた電池モジュール７２の斜視図、図３は電池内配線モジュール１１を取り
付けた電池モジュール７２の側面図、図４は電池モジュール７２を収容した電池パック７
５の斜視図、図５は電池内配線モジュール１１を電池モジュール７２に取り付ける状態を
示す斜視図、図６はバスバー１２とバスバー配置部５３の拡大斜視図である。　
　図７は、電池内配線モジュール１１及び配線基材１５の作用状態を示す平面図である。
図８～図１４は、他の例を説明する図面である。
【００３６】
　図１に示す電池内配線モジュール１１は、図２に示す複数の電池セル７１を重ね合わせ
て構成した電池モジュール７２の上面７１ｂに取り付けられるもので、前記電池セル７１
を直列に接続するために該電池セル７１の電極としての電極ポスト７３に接続されるバス
バー１２と、このバスバー１２に一端を接続した電圧監視線１３と、電圧監視線１３の他
端を接続する電圧監視ユニット本体１４と、シート状の配線基材１５に備えた構成である
。
【００３７】
　電圧監視線１３と電圧監視ユニット本体１４は、電池モジュール７２を構成する電池セ
ル７１の過充電や過放電等を防止するために該電池セル７１の電圧を監視するためのもの
である。
【００３８】
　この電池内配線モジュール１１は、電池モジュール７２に取り付けられ、電池内配線モ
ジュール１１を取り付けた電池モジュール７２は、図４に示すように、電池収容箱７４に
収容された電池パック７５を構成する。　
　なお、電池モジュール７２の数は、図示した例に限られず１個以上で構成される。また
、電池モジュール７２の数が２個以上の場合には、電池モジュール７２は互いに直列接続
（図示せず）されて構成する。
【００３９】
　まず、上述の電池セル７１と電池モジュール７２について簡単に説明する。　
　前記電池セル７１は、図２に示すように、方形の２つの垂直面７１ａを有する厚みの薄
い六面体形状で、垂直面７１ａを立てた姿勢にしたときの上面７１ｂの左右両側に、前記
電極ポスト７３としての正極ポスト７３ａと負極ポスト７３ｂを配設した構成である。
【００４０】
　正極ポスト７３ａと負極ポスト７３ｂは棒状に形成され、電池セル７１の上面７１ｂか
ら突出している。正極ポスト７３ａと負極ポスト７３ｂの外周面には、ナット１６を螺合
可能とする雄ねじを外周面に有する（図３のａ部拡大図参照）。
【００４１】
　前記電池モジュール７２を構成するための電池セル７１の重ね合わせは、電池セル７１
の垂直面７１ａ同士が対向するように行う。つまり、電池セル７１の電極ポスト７３が両
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側において電池セル７１の重ね合わせ方向Ｘに並ぶ。
【００４２】
　このとき、隣接する電池セル７１における電池セル７１の重ね合わせ方向Ｘで隣り合う
電極ポスト７３が、正極ポスト７３ａ、負極ポスト７３ｂ、正極ポスト７３ａと、交互に
並ぶように、電池セル７１は互い違いに向きを変えながら重ね合わされる。
【００４３】
　なお、電池セル７１間には、冷却通路を確保するためのセパレータが介装されるが、セ
パレータの図示は便宜上省略している。　
　次に、前記電池内配線モジュール１１について説明する。
【００４４】
　電池内配線モジュール１１は、図５に示すように、前記バスバー１２と、前記電圧監視
線１３と、前記電圧監視ユニット本体１４と、シート状の前記配線基材１５で構成してい
る。　
　配線基材１５は、柔軟性と絶縁性を有する合成樹脂にて形成したシートで構成され、電
池モジュール７２の略上面７１ｂ全体を覆う大きさ、及び形状に形成している。
【００４５】
　配線基材１５における前記重ね合わせ方向Ｘと直交する交差方向Ｙの中央部には、一端
をバスバー１２に接続した電圧監視線１３を配置する電線配置部１９を備えている。この
電線配置部１９には、複数本の電圧監視線１３と、前記電圧監視ユニット本体１４を配置
している。
【００４６】
　電線配置部１９における重ね合わせ方向Ｘと直交する交差方向Ｙの両側部には、複数の
バスバー１２を重ね合わせ方向Ｘに対して配置するバスバー配置部５３を形成している。
　
　バスバー配置部５３には、複数のバスバー１２を重ね合わせ方向Ｘに対して所定間隔を
隔てて配置している。隣り合うバスバー１２の間は互いに絶縁される間隔５４に隔てられ
ている（図６参照）。
【００４７】
　さらに、バスバー配置部５３における隣り合うバスバー１２の間には、重ね合わせ方向
Ｘと直交する方向（交差方向Ｙ）に切り欠いてなるスリット５２をそれぞれ形成している
。スリット５２の長さは、隣り合うバスバー１２の間が重ね合わせ方向Ｘと直交する方向
に分断される長さに設定している。　
　なお、前記バスバー１２の数及び長さ、バスバー配置部５３の長さは、図示した例に限
られず、適用する電池モジュール７２の電池セル数に応じて設定される。
【００４８】
　バスバー配置部５３は、図６に示すように、バスバー１２を配置する第１バスバー配置
部５３ａと、第２バスバー配置部５３ｂとで構成している。　
　第１バスバー配置部５３ａは、電池モジュール７２における重ね合わせ方向Ｘの両端よ
りも内側に配置した電池セル７１の電極ポスト７３と対応して、電線配置部１９における
交差方向Ｙの両側部に形成している。
【００４９】
　第２バスバー配置部５３ｂは、電池モジュール７２における重ね合わせ方向Ｘの両端に
配置した電池セル７１の電極ポスト７３と対応して、バスバー配置部５３における重ね合
わせ方向Ｘの端部に形成している。
【００５０】
　第１バスバー配置部５３ａ、及び第２バスバー配置部５３ｂの配置面には、バスバー１
２の貫通穴２１と対応して、電池セル７１の電極ポスト７３の挿嵌が許容される開口穴５
３ｃを形成している。
【００５１】
　上述のバスバー配置部５３に配置されるバスバー１２は、導電性を有する１枚の板材か
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らなり、電池モジュール７２における隣接する電池セル７１の電極ポスト７３同士を接続
するための略長方形のバスバー１２ａと、電池モジュール７２の両端に配置した電池セル
７１の電極ポスト７３に接続するための略正方形のバスバー１２ｂとで構成している（図
６参照）。
【００５２】
　上述のバスバー１２ａを配置する第１バスバー配置部５３ａと、バスバー１２ｂを配置
する第２バスバー配置部５３ｂは、該バスバー１２ａ，１２ｂの配置が許容される大きさ
、及び形状にそれぞれ形成している。
【００５３】
　電池モジュール７２の隣接する電池セル７１における隣り合う電極ポスト７３は、前述
のように正極ポスト７３ａと負極ポスト７３ｂが交互に並ぶので、バスバー１２（１２ａ
）には、配線基材１５における交差方向Ｙの両側部のうちの一方側における重ね合わせ方
向Ｘの端部に対応する位置のバスバー１２ｂを除いて、正極ポスト７３ａに接続する貫通
穴２１と、負極ポスト７３ｂに接続する貫通穴２１を１個ずつ備えている（図６参照）。
　
　これら貫通穴２１の間隔は、隣接する電池セル７１の電極ポスト７３の間隔に対応させ
ている。
【００５４】
　さらに、配線基材１５における交差方向Ｙの両側部のうちの一方側における前記重ね合
わせ方向Ｘの端部に対応する位置のバスバー１２ｂには、中心に１個の貫通穴２１を備え
ている。
【００５５】
　このような複数のバスバー１２におけるすべての貫通穴２１が電池セル７１とその電極
ポスト７３の寸法設定に対応した一定の間隔に配置されるようにするために、位置や長さ
等が適宜設定されて上述の第１バスバー配置部５３ａと第２バスバー配置部５３ｂが形成
されている。
【００５６】
　バスバー配置部５３（５３ａ）に対するスリット５２の形成位置は、バスバー配置部５
３に配置したバスバー１２における重ね合わせ方向Ｘの中間位置である。　
　バスバー配置部５３におけるバスバー１２の間に形成されるスリット５２について付言
すれば、一側部及び他側部のスリット５２は、形成位置が前記重ね合わせ方向Ｘにおいて
ずれている。具体的には、前記交差方向Ｙの一側部において隣り合うスリット５２の中間
位置に、他側部のスリット５２が存在する。
【００５７】
　また、バスバー配置部５３（５３ａ，５３ｂ）には、図６に示すように、バスバー１２
（１２ａ，１２ｂ）を着脱可能に保持するためのバスバー保持部５３１が備えられている
。　
　バスバー保持部５３１は、バスバー１２の一方の対角する角隅部と対応して配置され、
バスバー１２の角隅部端面が当接される直角を成す凸状のリブ部５３２と、そのリブ部５
３２の端部に形成した上述のバスバー１２の角隅部上面に係止される係止爪５３３とで構
成している。
【００５８】
　上述のリブ部５３２は、例えば、溶着手段、接着手段等を用いてバスバー配置部５３に
固定することができるが、配線基材１５を加圧手段により厚み方向に加圧し、該配線基材
１５における上面側の一部を上方に膨出して、上述のリブ部５３２を形成してもよい。
【００５９】
　上述のバスバー１２（１２ａ，１２ｂ）を、バスバー配置部５３（５３ａ，５３ｂ）に
配置する際、バスバー１２の角隅部端面を、バスバー配置部５３のリブ部５３２に当接す
るとともに、バスバー１２の角隅部上面をリブ部５３２の係止爪５３３に係止する。
【００６０】
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　これにより、バスバー１２が、バスバー配置部５３に対して着脱可能に保持されるとと
もに、バスバー配置部５３の開口穴５３ｃと、バスバー１２の貫通穴２１とが連通するよ
うに位置規制することができる。　
　なお、バスバー１２の保持は、図示した例に限られず、例えば、接着剤、粘着剤、両面
粘着テープ等を用いてバスバー配置部５３に固定することもできる。
【００６１】
　このように構成された配線基板１５には、図５に示すように電圧監視線１３の一端を接
続したバスバー１２と、電圧監視線１３の他端を接続する電圧監視ユニット本体１４を、
図１に示すように取り付けて、電圧監視線１３を、配線基材１５における電線配置部１９
に配置した配線案内部５５に導く。すると、電池内配線モジュール１１となる。
【００６２】
　電線配置部１９における重ね合わせ方向Ｘの端部には、図３に示すように、電圧監視ユ
ニット本体１４を着脱可能に固定するユニット固定部５７が備えられている。ユニット固
定部５７は、電圧監視ユニット本体１４の両側面と対応して配置され、該両側面に対して
係止される一対の係止部５７ａで構成している。
【００６３】
　電圧監視ユニット本体１４を電線配置部１９に固定する際、電圧監視ユニット本体１４
の両側面を、ユニット固定部５７の係止部５７ａ，５７ａにそれぞれ係止するので、電線
配置部１９における重ね合わせ方向Ｘの端部に対して確実に固定することができる。電圧
監視ユニット本体１４の両側面をユニット固定部５７の係止部５７ａ，５７ａから離脱す
れば、電圧監視ユニット本体１４を簡単に取り外すことができる。
【００６４】
　配線案内部５５は、バスバー配置部５３に配列したバスバー１２と対応して配置してい
る。配線案内部５５は、電圧監視線１３の差し込みが許容される溝部５５ａを有している
。
【００６５】
　電圧監視線１３を電線配置部１９に配置する際、バスバー１２に接続された電圧監視線
１３を、配線案内部５５の溝部５５ａに対してそれぞれ差し込み、電圧監視ユニット本体
１４に向けて案内するので、電圧監視線１３同士が絡み付いたり、断線したりすることを
防止でき、電圧監視線１３を整然とまとめることができる。　
　なお、電圧監視線１３の案内は、図示した例に限られず、例えば、粘着テープや止め具
、接着剤等を用いて電圧監視線１３を電線配置部１９に固定してもよく、上述と同様に案
内することがきる。
【００６６】
　バスバー１２に対する電圧監視線１３の接続は、電圧監視線１３の端末を溶着、例えば
、抵抗溶接やファイバレーザ溶接、超音波溶接等の溶着手段を用いて接続する。図６中、
２２が溶着部である。
【００６７】
　このほか、バスバー１２の一部に形成した圧着部（図示せず）に電圧監視線１３の端末
を挿入してから該圧着部をかしめて接続する構成を採用してもよい。　
　また、電極ポスト７３に挿嵌する貫通穴を備えた丸型端子（図示せず）を介して接続し
てもよいが、前述のように溶着や圧着であらかじめ接続しておくと、丸型端子を電極ポス
ト７３に挿嵌して共締めする必要がなく、バスバー１２をバスバー配置部５３に配置する
作業だけで電圧監視線１３の配線ができるので、部品点数の低減や組み立て作業の簡単化
を図ることができる。
【００６８】
　電圧監視線１３の他端は、電圧監視ユニット本体１４の端面に設けられた電線接続部４
１に接続される（図１、図６参照）。電線接続部４１は圧接端子で、電圧監視線１３の他
端を上から圧入することにより接続可能な構成である。
【００６９】
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　電線監視ユニット本体１４は、高さが低い箱状で、前記電線接続部４１を有する端面と
は別の端面にコネクタ接続部４２を有する。このコネクタ接続部４２に、図１に示すよう
に配線のコネクタ４３が接続される。このコネクタ４３を介して、電池モジュール７２の
電池状態情報を外部の電子制御ユニット（図示せず）へ接続する。
【００７０】
　前述のように構成した電池内配線モジュール１１は、図５に示すように、電池モジュー
ル７２の電極ポスト７３を有する上面７１ｂ側に対して取り付けられる。取り付けは、電
池モジュール７２の電極ポスト７３にバスバー１２の貫通穴２１を挿嵌したのち、電極ポ
スト７３にナット１６を螺合して行う。　
　取り付け後は、絶縁性を有する対の電極保護材１４を、バスバー１２、及び電極ポスト
７３を覆うように重ね合わせた後、電池内配線モジュール１１の上にカバー部材１８を被
着する。カバー部材１８は、電池内配線モジュール１１の形状に合わせて適宜形成される
。
【００７１】
　バスバー１２を配置したバスバー配置部５３は、柔軟性（可撓性を含む）を有するシー
ト状の配線基材１５に形成しており、隣り合うバスバー１２の間はスリット５２によって
分断されているため、電極ポスト７３にバスバー１２の貫通穴２１を挿嵌する際、図７に
示すように、バスバー配置部５３における隣り合うバスバー１２が接続する電極ポスト７
３（７３ａ，７３ｂ）の位置にずれがあってもそのずれに対応して変位する。
【００７２】
　つまり、配線基材１５自体の柔軟な変形に加えて、バスバー配置部５３における隣り合
うバスバー１２の間が、該バスバー１２の間に形成したスリット５２の幅だけ変形が許容
されるので、配線基材１５自体の柔軟な変形と、スリット５２の変形との相乗作用によっ
て、バスバー１２を電池セル７１の電極ポスト７３に合わせてより変位させることにより
、電極ポスト７３の位置ずれをより確実に吸収することができる。
【００７３】
　このため、電極ポスト７３間のピッチの違い、すなわち、公差を吸収することができる
とともに、電池モジュール７２に対する電池内配線モジュール１１の取り付けは、無理な
力をかけずに容易に、しかも確実に行える。
【００７４】
　しかも、バスバー配置部５３におけるバスバー１２の間はスリット５２にて分断されて
いるので、バスバー配置部５３の一部が変位しても、その変位による歪がスリット５２に
て遮断されるため、バスバー配置部５３の他の部分に伝達されることを回避できる。
【００７５】
　この結果、電池内配線モジュール１１の取り付けに無理な負荷をかけずに済み、歪の伝
達を抑制することができるので、配線基材１５の損傷や脆弱化を防止し、耐久性を高める
ことができる。
【００７６】
　さらに、配線基材５１、及びバスバー５２に負荷が作用することを回避でき、バスバー
５２の耐久性をより向上させることができる。配線基材１５の耐久性が高まるので、電池
内配線モジュール１１や、これを取り付けた電池モジュール７２、この電モジュール７２
を収容した電池パック７５の耐久性も向上できる。　
　また、配線基材１５自体が柔軟に変形することにより、上述の電池パック７５を搭載し
た図示しない車両の走行時に受ける振動や衝撃を吸収することもできる。
【００７７】
　さらに、バスバー１２を配置したバスバー配置部５３は、配線基材１５における交差方
向Ｙの両側部に形成しており、両側部のバスバー配置部５３に配置したバスバー１２が、
隣り合う電池セル７１同士の電極ポスト７３の接続を可能にするため、電池内配線モジュ
ール１１の取り付けを行えば、該電池モジュール７２における電池セル７１の直列接続が
できる。
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【００７８】
　このため、電池モジュール７２の両側に対して別部材を個々に取り付ける場合に比べて
作業性がよい。そのうえ、配線基材１５は、形状の異なるものを一つずつ備える必要もな
いので、製造から管理、組み付け作業、取り付け作業全体にわたっての作業を簡素化でき
る。
【００７９】
　また、電池内配線モジュール１１には、電池セル７１の直列接続に必要なバスバー１２
のほかに、電圧監視に必要な電圧監視線１３及び電圧監視ユニット本体１４も一体に備え
ているので、電池内配線モジュール１１を取り付けた電池モジュール７２や電池パック７
５の組み立て作業の簡単化も図れる。
【００８０】
　電池内配線モジュール１１における配線基材１５には、電圧監視線１３を導く配線案内
部５５を有するので、電圧監視線１３同士が絡み付いたり、断線したりすることを防止で
き、電圧監視線１３を整然とまとめることができる。このため、配線やその接続部分を保
護でき、取扱い性が良好である。　
　バスバー配置部５３に対してはバスバー１２が着脱可能であるため、リサイクル時には
、バスバー配置部５３からバスバー１２を取り外すことができ、分別を容易に行える。
【００８１】
　以下、その他の例について説明する。この説明において、前記構成と同一または同等の
部位については同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。　
　まず、上述の電圧監視線１３を電線配置部１９に配線する他の例について説明する。　
　図８は電圧監視線１３の他の配線例を示す拡大斜視図であり、電線配置部１９において
、バスバー配置部５３に配置したバスバー１２と対応して電圧監視線１３を挟持する配線
案内片５６を配置している。
【００８２】
　詳述すると、配線案内片５６は、電線配置部１９の上面に対して交差方向Ｙに切り込み
を入れて、基端側（根元側）を残して、遊端側を上方へ変形可能に形成している。電圧監
視線１３を保持する際、配線案内片５６の遊端側を復元力に抗して上方へ反り返らせた後
、バスバー１２に接続された電圧監視線１３を、配線保持片５６の下面側に挟み込むとと
もに、配線案内片５６の復元力により保持する。
【００８３】
　これにより、電圧監視線１３を、電線配置部１９に沿って電圧監視ユニット本体１４に
向けて案内するので、電圧監視線１３同士が絡み付いたり、断線したりすることを防止で
き、電圧監視線１３を整然とまとめることができる。
【００８４】
　次に、電池内配線モジュール１１の他の取り付け例について説明する。　
　図９は電池内配線モジュール１１の他の取り付け例を示す側面図であり、詳しくは、図
９（ａ）は電池内配線モジュール１１を略門型に可撓して電池モジュール７２の上面７１
ｂ側に取り付けた状態の側面図、図９（ｂ）は電池内配線モジュール１１を電池モジュー
ル７２の左右上面７１ｂに２分割して取り付けた状態の側面図である。
【００８５】
　図９（ａ）に示す電池内配線モジュール１１の配線基材１５は、柔軟性を有する合成樹
脂にて形成したシートで構成している。つまり、電池モジュール７２の上面側中央部に図
示しない装置が配置されていても、電池内配線モジュール１１を、電池モジュール７２に
おける上面側の構造に応じて所望する形状に変形して取り付けることができる。
【００８６】
　さらに、電池内配線モジュール１１を、図示しない装置を跨ぐように略門型に変形して
電池モジュール７２の上面側に取り付け、隣接する電池セル７１の電極ポスト７３同士を
直列に接続するので、前記実施形態と略同等の作用、及び効果を奏することができる。　
　また、電池内配線モジュール１１を略門型に変形して形成した空間部Ｚは、例えば、ダ
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クト等の排煙装置を配置するためのスペースとして利用することができる。
【００８７】
　図９（ｂ）に示す電池内配線モジュール１１は、バスバー配置部５３を、配線基材１５
における交差方向Ｙの一側部のみに形成した構成である。つまり、電池モジュール７２の
上面側中央部に図示しない装置が配置されていても、該装置を回避して電池モジュール７
２の左右上面に２分割して取り付けることができる。
【００８８】
　さらに、電池内配線モジュール１１を、電池モジュール７２の左右上面において、隣接
する電池セル７１の電極ポスト７３同士を直列に接続するので、前記実施形態と略同等の
作用、及び効果を奏することができる。
【００８９】
　また、左右の電池内配線モジュール１１の間に形成された空間部Ｚは、上記排煙装置を
配置するためのスペースとして利用することができる。　
　さらにまた、この構成によると、電極ポスト７３が、電池セル７１の上面７１ｂ（図２
参照）の左右両側ではなく中央付近に突出している場合でも電池内配線モジュール１１の
取り付けを行うことができる。
【００９０】
　なお、配線基材１５の電線配置部１９に上記装置の配置が許容される開口部を形成して
もよく、該装置を回避して電池モジュール７２の上面側に取り付けることができる。
【００９１】
　次に、電池内配線モジュール１１における電極保護構造の他の例について説明する。　
　図１０は電池内配線モジュール１１の電極保護構造の他の例を示す側面図である。
【００９２】
　詳述すると、配線基材１５における交差方向Ｙの両側部を該交差方向Ｙへ所定長さ延出
して、バスバー配置部５３に配置したバスバー１２の上面側に対して重ね合せ可能に形成
している。バスバー配置部５３には、電圧監視線１３が接続されたバスバー１２を配置い
ている。
【００９３】
　電池内配線モジュール１１を電池モジュール７２の上面に取り付ける際、配線基材１５
における交差方向Ｙの両側部を上方へ折り返して、バスバー配置部５３に配置したバスバ
ー１２を覆うように重ね合わせるので、前記電極保護材１７を用いることなく、バスバー
１２を確実に保護することができる。　
　これにより、電池内配線モジュール１１の構成部品を少なくして、取り付け時の作業性
をより向上させることができる。
【００９４】
　次に、電池内配線モジュール１１のその他の取り付け例ついて説明する。　
　図１１は電池内配線モジュール１１のその他の取り付け例を示す斜視図であり、詳しく
は、電極ポスト７３が電池セル７１の上面７１ｂではなく側面７１ｃに突出している場合
でも、電池モジュール７２の上面に取り付けて接続が行えるようにした電池内配線モジュ
ール１１の斜視図である。
【００９５】
　図１１に示す電池内配線モジュール１１は、配線基材１５における交差方向Ｙの両側部
を該交差方向Ｙへ所定長さ延出して、電極ポスト７３を突出した電池セル７１の側面７１
ｃに対して重ね合せ可能に形成している。
【００９６】
　電池内配線モジュール１１を電池モジュール７２の上面に取り付ける際、配線基材１５
における交差方向Ｙの両側部を下方へ折り曲げ、電極ポスト７３が突出する電池セル７１
の側面７１ｃに対して重ね合わせる。
【００９７】
　その際、バスバー配置部５３に配置したバスバー１２の貫通穴２１に、電池セル７１の
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側面７１ｃに突出した電極ポスト７３を挿嵌して、ナット１６により締め付け固定するの
で、隣接する電池セル７１の電極ポスト７３を直列に接続することができる。
【００９８】
　これにより、電池内配線モジュール１１は、電極ポスト７３が電池セル７１の側面７１
ｃに突出する電池モジュール７２にも取り付けることができ、前記実施形態と略同等の作
用、及び効果を奏することができる。
【００９９】
　次に、上述の実施形態では、電池内配線モジュール１１の電圧監視ユニット本体１４を
配線基材１５上に搭載した取り付け例について説明したが、電圧監視ユニット本体１４を
配線基材１５上に搭載したコネクタ４４に対して接続可能に設けてもよい。
【０１００】
　図１２は電圧監視ユニット本体１４の他の接続例を示す斜視図、図１３は電圧監視ユニ
ット本体１４のその他の接続例を示す斜視図である。　
　詳述すると、図１２に示す電池内配線モジュール１１は、バスバー１２に接続された電
圧監視線１３を、配線基材１５上に搭載したコネクタ４４の電線接続部４１に接続してお
き、電圧監視ユニット本体１４をコネクタ４４に嵌合して接続する。
【０１０１】
　図１３に示す電池内配線モジュール１１は、バスバー１２に接続された電圧監視線１３
を、配線基材１５上に搭載したコネクタ４４に接続しておき、電圧監視ユニット本体１４
をコネクタ４４に嵌合して接続する。
【０１０２】
　上述の構成によると、電圧監視ユニット本体１４と電圧監視線１３との接続がコネクタ
４４を介して行われるので、配線基材１５上での電圧監視線１３の接続作業を省いて、組
み付け作業の簡素化を図ることができる。
【０１０３】
　次に、電池内配線モジュール１１における電圧監視線１３の配線例について説明する。
　
　図１４は電池内配線モジュール１１の配線例を簡略化した平面図であり、詳しくは、図
１４（ａ）は電圧監視ユニット本体１４を、配線基材１５における重ね合わせ方向Ｘの端
部に配置した配線状態の平面図、図１４（ｂ）は電圧監視ユニット本体１４を、配線基材
１５における重ね合わせ方向Ｘの中央部に配置した配線状態の平面図である。
【０１０４】
　詳述すると、図１４（ａ）の電池内配線モジュール１１は、電圧監視ユニット本体１４
を配線基材１５における上面側の端部に配置し、バスバー１２に接続された電圧監視線１
３を、電圧監視ユニット本体１４における一方の辺部に設けた電線接続部４１に接続して
いる。　
　これにより、配線基材１５の上面全体を、電圧監視線１３の配線スペースとして有効に
活用することができ、配線が効率よく行える。
【０１０５】
　図示しない電圧監視装置に接続されたコネクタを、電圧監視ユニット本体１４の他方の
辺部に対して差し込み接続することが容易に行え、電池内配線モジュール１１の電池モジ
ュール７２に対する取り付けがより容易に行える。
【０１０６】
　図１４（ｂ）に示す電池内配線モジュール１１は、電圧監視ユニット本体１４を、配線
基材１５における重ね合わせ方向Ｘの中央部に配置し、バスバー１２ｂに接続された電圧
監視線１３を、電圧監視ユニット本体１４の四辺に設けた電線接続部４１に接続している
。
【０１０７】
　これにより、図１４（ａ）に示す配線状態に比べて、図１４（ｂ）における電圧監視線
１３の配線状態がより簡素化することができ、電圧監視線１３同士の間隔が広くなるため
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【０１０８】
　この発明の構成と、前記実施形態との対応において、　
　この発明の正電極、負電極からなる電極は、実施形態の電極ポスト７３、正極ポスト７
３ａ、負極ポスト７３ｂに対応し、　
　以下同様に、　
　バスバー保持手段は、バスバー保持部５３１におけるリブ部５３２と、係止爪５３３に
対応し、　
　ユニット固定手段は、ユニット固定部５７に対応するも、　
　この発明は、上述の実施形態の構成のみに限定されるものではなく、請求項に示される
技術思想に基づいて応用することができ、多くの実施の形態を得ることができる。
【０１０９】
　上述の実施形態では、配線基材１５の全体を、柔軟性を有する合成樹脂にて構成してい
るが、例えば、バスバー１２を配置するバスバー配置部５３のみを柔軟性を有する合成樹
脂にて構成してもよい。
【０１１０】
　また、バスバー１２の貫通穴２１に電池セル７１の電極ポスト７３を挿嵌して、ナット
１６により締め付け固定する接続構造のみに限定されるものではなく、例えば、バスバー
１２の貫通穴２１に、電池セル７１の電極ポスト７３を圧入、嵌合する等、他の接続構造
にて接続してもよい。
【符号の説明】
【０１１１】
　Ｘ…重ね合わせ方向
　Ｙ…交差方向
　１１…電池内配線モジュール
　１２…バスバー
　１３…電圧監視線
　１４…電圧監視ユニット本体
　１５…配線基材
　１９…電線配置部
　２１…貫通穴
　５２…スリット
　５３…バスバー配置部
　５３ｃ…開口穴
　５３１…バスバー保持部
　５５…配線案内部
　５６…配線案内片
　５７…ユニット固定部
　７１…電池セル
　７２…電池モジュール
　７３…電極ポスト
　７３ａ…正極ポスト
　７３ｂ…負極ポスト
　７５…電池パック
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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